
医療福祉相談室

平成 30 年 4 月 2 日改訂

学生は平成 3 年まで、専業主婦は昭和 61 年まで、国民年金が任意加入となっていました。

そのためその当時に未加入のまま病気のため障害を負ってしまい障害年金がもらえなかった元学

生や専業主婦等に給付金を支給する制度です。

「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」　2006 年（平成 16 年）12 月成立

・平成３年（１９９１年）３月以前の国民年金任意加入対象であった学生

・昭和６１年（１９８６年）３月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等に

  加入していた方の配偶者のいづれかであり、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診

  日がある疾病により現在の障害基礎年金１，２級相当の障害のある方が対象となります。

　

　※ ただし、６５歳に達する日の前日までにその障害に該当された方に限ります。

精神科の症状で初めて医師に診てもらった日のこと。

必ずしも精神科とは限りません。かかりつけの小児科や、保健所の嘱託医等に診てもらった日も

含みます。



　・障害基礎年金 1 級に該当する方・・・基本月額 51,650 円（2 級の 1.25 倍）

　・障害基礎年金 ２級に該当する方・・・基本月額 41,320 円

　※ 特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて

　    毎年自動的に見直されます。

　※ 給付金は、認定されると請求月かその翌月分から支給されます。

　※ 支給は年 6 回（２月・４月・6 月・８月・10 月・12 月）です。

　　　市町村の国民年金担当課が手続きの窓口になります。

　

　※ 給付金は申し立てがあった月の翌月分から支給されます。

　（たとえば、4 月に請求すると 5 月分からの支給になります。）

　※ 請求が遅れた場合に、遡って請求はできません。

　　①　特別障害給付金申請書

　　②　年金手帳又は基礎年金番号通知書

　　　　（添えることができないときには理由書）

　　③　診断書

　　④　病歴等の申し立て書

            等が必要になります。

　　  ※ 詳しくは市役所・町村役場にお尋ねください。

　・原則として 65 歳に達する日の前日まで請求することが必要です。

　・特別障害給付金を受給している場合は国民年金保険料の申請免除が可能です。

　・障害基礎年金の無拠出制と同じ基準となり、ご本人の所得が一定の額以上で

　　あるときは支給額の全額又は半額が停止される場合があります。

 

支給金額（平成 30 年度）


